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                           陳  情  の  要  旨 
 

 

 ３月 11日の天井部材の一部落下により使用停止になってから、既に３カ月

以上たっています。この間、コミセン、学校体育館、総合体育館等を利用し

た者もおりますが、大多数の者は継続してスポーツをする機会が奪われてし

まいました。生涯スポーツは、楽しむだけでなく、健康維持・増進、さらに

はリハビリ、そして地域コミュニティの輪を強め広げる上でも継続が大事で

す。平日も利用でき、天井も高く広い旧桜堤小学校体育館は、西部地域唯一

のスポーツ施設です。 

よって、市に対し、旧桜堤小学校体育館を早急に使用再開することを要望

いたします。 

 

 

 


